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令和８年度 埼玉県上尾県税事務所 会計年度任用職員募集要項 

 

 

 次のとおり会計年度任用職員を募集します。 

 

１ 募集職種                                                 

税務事務嘱託員 

（地方公務員法第２２条の２第１項第１号の規定に基づき任用される非常勤職員） 

 

２ 勤務形態・募集人数・業務内容                                    

（１）募集区分Ⅰ／行政事務１Ｃ 週５日２９時間  

   ①勤務形態 

    月曜日から木曜日まで ９時１５分から１６時００分まで 

    金曜日        ９時００分から１６時００分まで 

    （週２９時間） 

   ②募集人数 

    ２人 

   ③業務内容 

    法人二税又は不動産取得税の賦課に係る事務業務 

       （課税資料収集、書類作成、窓口・電話対応等） 

 

（２）募集区分Ⅱ／行政事務１Ａ 週４日２３時間  

   ①勤務形態 

    週４日 ９時１５分から１６時００分まで 

    （週２３時間、１日５時間４５分、勤務日割り振りは要相談） 

   ②募集人数 

    １人 

   ③業務内容 

    県税の賦課に係る事務補助業務 

       （書類整理、データ入力、資料の収集・閲覧等） 

 

３ 応募資格                                                 

（１）年齢・性別・学歴は不問。 

（２）国籍は不問。ただし、採用時に当該職務に従事可能な在留資格がない場合には採用さ

れません。 

（３）地方公務員法第１６条に規定する次の欠格条項に該当する人は応募不可。 

以下はその内容です。 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの人  

・ 埼玉県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない
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人  

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

（４）ワード、エクセル、電子メール等を使った基礎的なパソコン作業が出来ること。 

 

４ 勤務条件                                                  

（１）任用期間 

令和８年４月１日 から令和９年３月３１日まで 

※ 採用後最初の１か月は条件付採用期間です。条件付採用期間の勤務成績が良好で 

 あった場合、正式採用となります。 

   ※ 勤務成績が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることがあります。 

（２）勤務日数・勤務時間 

   募集区分Ⅰ：週５日２９時間（１日あたり５時間４５分又は６時間）          

         ※休憩時間：原則、正午～午後１時（６０分） 

               昼休憩中の当番業務あり（交代制） 

   募集区分Ⅱ：週４日２３時間（１日あたり５時間４５分）         

         ※休憩時間：正午～午後１時（６０分） 

（３）休日 

原則、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日～翌１月３日）です。 

（４）休暇 

   募集区分Ⅰ：年次休暇１０日 

      その他は県の規定によります。 

   募集区分Ⅱ：年次休暇 ７日 

      その他は県の規定によります。 

（５）報酬 

募集区分Ⅰ：月額 １７６,４００円～２０７,２００円 

募集区分Ⅱ：日額   ７，８２０円～  ９，２８０円 

※ 報酬は学歴・経験を考慮の上、決定します。 

※ 採用時までに給与改定があった場合は、それによります。 

（６）諸手当 

   期末・勤勉手当：別途支給（県の規定によります。） 

（７）交通費 

別途支給（県の規定によります。） 

※ 通勤距離の片道が２km 未満の場合等には支給されません。 

（８）社会保険 

地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法、雇用保険法に定めるところによる。 

（９）勤務地  ※ マイカー通勤可 

埼玉県上尾県税事務所内 

所在地：上尾市大字南２３９－１ 上尾地方庁舎１階 

    ＪＲ高崎線北上尾駅東口から徒歩約２０分 
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※ 「４ 勤務条件」については、県の関係条例、規則等の定めるところによります。採用ま

でに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、上記内容が変更になる可能性があります。 

 

５ 応募手続                                                       

（１）応募は令和８年１月１４日（水）【必着】までに「８ 応募書類の提出及び問合せ先」の

担当宛てに、本募集要項に添付している申込書、履歴書、身上書に必要事項を記入の上、

提出してください。（履歴書には必ず写真を貼付してください。） 

   申込書の記載事項である連絡先については、至急の連絡手段として用いることがある

ため、携帯電話など必ず連絡が取れる連絡先をご記入ください。 

（申込書等の様式は、当事務所窓口で配付又は当事務所ホームページの新着情報からダ 

 ウンロードできます。） 

※ 応募者多数により、受付期間中であっても募集を締め切る場合があります。必要

書類提出の前に電話で募集が継続しているか予め御確認ください。 

（２）ハローワークで求人紹介を受けた場合は、ハローワークからの紹介状も併せて必ず提 

   出してください。 

（３）提出は郵送または持参となります。 

（４）封筒の表面には「会計年度任用職員応募」と朱書きし、裏面に御自分の住所、氏名を明

記してください。 

（５）郵送の場合、特定記録郵便又は簡易書留の利用をお薦めします。郵送時の事故につい

ては当所では責任を負いません。 

（６）持参の場合、窓口の受付時間は平日の午前８時３０分から正午及び午後１時から午後

５時までです。 

（７）応募書類は選考及び合否の連絡等、採用に関連する業務以外には使用しません。また、

応募書類の返却はしませんので、予め御了承ください。 

 

６ 選考方法                                                       

作文試験及び面接試験 

・ 作文試験について（募集区分Ⅰのみ） 

日時：令和８年１月２４日（土）（集合時間９時１５分） 

場所：上尾地方庁舎２階 会議室１（受付場所同じ） 

   （所在地：上尾市大字南２３９－１） 

試験時間：６０分（６００字程度）  

・ 面接試験について（募集区分Ⅰ及び募集区分Ⅱ） 

場所：上尾地方庁舎２階 会議室１等 

日時：個別に御連絡いたします。 

 

７ 選考結果について                                                  

６の選考により、埼玉県知事に任用を推薦する者を決定し、令和８年２月末頃に選考結

果を連絡します。 
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正式な採用決定は３月下旬になる見込みです。 

 

８ 応募書類の提出及び問合せ先                                       

埼玉県上尾県税事務所 

 郵便番号：３６２－８５２７ 

   所 在 地：上尾市大字南２３９－１ 埼玉県上尾地方庁舎１階 

   電  話：０４８―７７２―７１１１ 

担  当：波間（はま） 


